
○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
ニ
百
二
十
五
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
年
月
日

種　

類

題　
　
　
　
　
　
　

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

令
八
・

　

五
・
一
一

映　

画
痴
態
列
島　

乱
熟
て
ん
こ
盛
り

オ
ー
ピ
ー
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

い
け
な
い
ア
イ
ド
ル　

見
な
が
ら
し
た
い

の

オ
ー
ピ
ー
映
画

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
ニ
百
二
十
六
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
度
指
定
予
定
の

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に

関
す
る
指
針
の
案
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
当
該
指
針
案
を
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
六
月

十
二
日
ま
で
、
次
の
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
縦
覧
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
指
針
案
に

目　
　
　
　
　
　
　

次

公
安
委
員
会
規
則
　

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一　

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
係
る
指
針
案
の
縦
覧
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
告
示

自
転
車
の
防
犯
登
録
を
行
う
者
の
登
録
業
務
の
廃
止
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

契
約
者
等
の
公
示
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

落
札
者
等
の
公
示
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三　
　
　
　
　
　
　
　

○
公
安
委
員
会
規
則

　
大

分
県

公
安

委
員

会
事

務
決

裁
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

　
　

令
和

８
年

５
月

29日
　

 大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
渡

　
　

　
邉

　
　

　
直

　
　

　
二

　
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

９
号

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大

分
県

公
安

委
員

会
事

務
決

裁
規

則
（

平
成

13年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

７
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

別
表

の
国

外
犯

罪
被

害
弔

慰
金

等
の

支
給

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
平

成
28年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

23号
）

に
規

定
す

る
事

務
の

部
の

次
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。
　

盗
難

特
定

金
属

製
物

第
12条

特
定

金
属

く
ず

買
受

業
の

停
止

命
令

品
の

処
分

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
令

和
７

年
法

律
第

75
号

）
に

規
定

す
る

事
務　
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
８

年
６

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

（　金 曜 日　）

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
公
安
委
規
則
・
告
示
）

令

和

八

年

第
七
〇
九
号

五
月
二
十
九
日

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



つ
い
て
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一
１　

名
称

　
　

国
東
半
島
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

２　

区
域

　

国
東
市
安
岐
町
両
子
の
市
道
両
子
寺
参
道
線
と
両
子
山
門
道
と
の
接
続
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら

遊
歩
道
を
南
に
進
み
、
市
道
両
子
寺
道
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に
進
み
、
作
業
道
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
谷
を
北
西
に
進
み
、
県
有
林
走
水
と
民
有
林
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界

を
北
西
に
進
み
、
国
東
市
と
豊
後
高
田
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
を
北
に
進
み
、
国
東
市
安
岐
町

と
国
東
市
国
見
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
を
北
東
に
進
み
、
国
東
市
安
岐
町
と
国
東
市
国
東
町
と

の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
を
南
東
に
進
み
、
両
子
山
山
頂
を
経
て
、
両
子
寺
奥
の
院
に
至
る
稜
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
南
に
進
み
、
両
子
寺
奥
の
院
に
至
り
、
同
所
か
ら
谷
を
南
東
に
進　

み
、
市
道
両
子
寺
道
線
二
号
線
と
両
子
寺
山
門
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
山
門
道
を
南
東
に
進
み
、
起

点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
十
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

３　

存
続
期
間

　
　

令
和
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４　

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

　

⑴　

指
定
区
分

　
　
　

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

　

⑵　

指
定
目
的

　
　

当
該
区
域
は
、
国
東
半
島
の
両
子
山
を
含
む
区
域
で
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
等
の
針
葉
樹
の
他
、
天
然

の
広
葉
樹
が
生
育
し
て
い
る
。
ま
た
、
区
域
内
は
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
及
び
国
東
半
島
県
立
自
然
公

園
の
指
定
区
域
が
あ
り
、
野
生
鳥
獣
の
生
息
環
境
が
整
っ
て
お
り
、
保
護
繁
殖
地
と
し
て
良
好
な
条

件
を
備
え
て
い
る
た
め
。

　

⑶　

管
理
方
針

　
　
　

土
地
所
有
者
で
あ
る
両
子
寺
の
歴
史
的
景
観
を
考
慮
し
つ
つ
、
県
の
職
員
、
市
の
職
員
、
鳥
獣
行

政
推
進
員
等
に
よ
る
現
場
巡
視
及
び
聞
き
取
り
調
査
等
を
通
じ
て
、
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
把
握
し
、

生
息
環
境
の
保
護
に
努
め
る
。
ま
た
、
案
内
板
の
設
置
等
に
よ
り
区
域
の
明
確
化
を
図
る
。

５　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室

大
分
県
東
部
振
興
局
農
山
漁
村
振
興
部

二
１　

名
称

牧
ノ
戸
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

２　

区
域

　

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
の
国
有
林
二
百
二
十
八
林
班
の
う
ち
、
ろ
、
は
、
に
、
ほ
、
へ
、
と
、

ち
、
か
、
よ
、
口
、
口
一
、
ニ
小
班
を
除
く
面
積
八
十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

３　

存
続
期
間

　
　

令
和
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４　

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

　

⑴　

指
定
区
分

　
　
　

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

　

⑵　

指
定
目
的

　
　
　

当
該
区
域
は
、
森
林
鳥
獣
の
生
息
に
は
最
適
な
場
所
で
あ
り
、
絶
滅
危
惧
種
で
あ
る
イ
ヌ
ワ
シ
の　
　
　

　
　

生
息
地
と
な
っ
て
い
る
た
め
。

　

⑶　

管
理
方
針

　

県
の
職
員
、
市
の
職
員
、
鳥
獣
行
政
推
進
員
等
に
よ
る
現
場
巡
視
及
び
聞
き
取
り
調
査
等
を
通
じ

て
、
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
把
握
し
、
大
分
西
部
森
林
管
理
署
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
生

息
環
境
の
保
護
に
努
め
る
。
ま
た
、
案
内
板
の
設
置
等
に
よ
り
区
域
の
明
確
化
を
図
る
。

５　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室

　
　

大
分
県
西
部
振
興
局
農
山
村
振
興
部

○
公
安
委
員
会
告
示

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
57号

　
自

転
車

の
防

犯
登

録
を

行
う

者
の

指
定

に
関

す
る

規
則

（
平

成
６

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
12号

）
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

、
指

定
団

体
か

ら
登

録
業

務
を

廃
止

す
る

旨
の

申
請

が
あ

り
、

次
の

と
お

り
承

認
し

た
。

　
　

令
和

８
年

５
月

29日
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
　

渡
　

　
　

邉
　

　
　

直
　

　
　

二
　

１
　

名
称

　
　

大
分

県
自

転
車

商
防

犯
協

力
会

２
　

住
所

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
安
委
告
示
）

二



　
　

大
分

市
王

子
西

町
１

番
22号

３
　

廃
止

年
月

日
　

　
令

和
８

年
５

月
31日○

公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

大
分
県
情
報
シ
ス
テ
ム
Ｉ
ａ
ａ
Ｓ
の
利
用　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
政
策
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日							










四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
オ
ー
イ
ー
シ
ー　

代
表
取
締
役
社
長　

加　

藤　
　
　

健

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
七
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

九
千
四
百
三
十
一
万
千
四
百
二
十
八
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三　

　

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

首　
　
　

藤　
　
　
　
　
　
　

圭

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

薬
品
（
ポ
リ
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
）
（
年
間
単
価
契
約
）

　
　

規
格　
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ｋ
一
四
七
五

　
　

予
定
購
入
数
量　

約
千
四
百
ト
ン

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
企
業
局

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
七
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

エ
ア
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社　

福
岡
事
業
所　

所
長　

梶　

山　

茂　

典

　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
上
呉
服
町
十
番
一
号

五　

落
札
金
額

　
　

一
ト
ン
当
た
り
六
万
二
千
五
百
九
十
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
・
公
告
）

三


